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指定電気通信設備制度が想定する市場の範囲

第一種指定電気通信設備制度

（固定系）

第二種指定電気通信設備制度

（移動系）

通信サービス

物理網
（対象設備）

同一性の高い役務をまとめ、分析

単位（市場）と設定

【市場の例】 基本料、市内通話、市外通話、公衆電話、Ｉ
ＳＤＮ、一般専用、高速ディジタル、ＦＴＴＨ等

※ 分析単位毎に、①シェアが５０％超の場合、②シェアが５０％以下１０％
超であって、他の補足的な材料から代替役務が十分に提供されていな
いと推定される場合、について、「指定電気通信役務」に指定し、サービ
ス規制を適用。なお、地理的市場は全国とする。

携帯電話全体で一つの市場

※ 業務区域毎に収益シェアが２５％を超えるとともに、
個別事項に該当する場合に指定し、禁止行為規制
を適用

【個別事項（一部抜粋）】

・順位が１位かつ一定期間継続して４０％超 → 指定

・一定期間継続して２５％超の事業者が複数存在し、それぞれのシェ
アの格差が小さい場合 → これら複数の事業者を指定

・順位が２位以下かつ１位とのシェア格差が大きい場合 →シェアの変
化の程度も勘案し、指定を差し控え

・一時的に２５％を上回る場合 →暫く推移を見守り、直ちに指定せず

等

固定通信全体で一つの市場

※ 固定通信用の電気通信設備（加入者回線及びこれと
一体として設置される電気通信設備）を対象

→メタル＋光ファイバ＋ＣＡＴＶ回線の合計

携帯電話全体で一つの市場

※ 携帯電話用の電気通信設備（基地局回線及び移
動体通信を提供するために設置される電気通信設
備）を対象

地理的市場

都道府県別の区域

※ 都道府県毎に対象設備におけるシェアが５０％を超
える場合に指定し、サービス規制、行為規制及び接続
関連規制を一体的に適用。

業務区域

※ 業務区域毎に対象設備（端末）における直近２年
の平均シェアが２５％を超える場合に指定し、接続
関連規制を適用。
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別々の部分市場

市場画定は見送り
（入手可能データの
範囲内で分析）

固定電話市場の範囲＝ ＮＴＴ加入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪ－ＩＰ電話

ＮＴＴ加入電話は部分市場
【点線部】

競争評価における市場画定：固定電話領域①

【サービス市場】

○ 加入と通話を一体的にとらえた上でサービス間の需要の代替性等を勘案し、固定電話市場の範囲を「ＮＴＴ加

入電話＋直収電話＋ＣＡＴＶ電話＋０ＡＢＪ－ＩＰ電話」に設定。

○ ただし、ＮＴＴ加入電話については独立性が高いため部分市場と位置づけ、その通話部分の「中継電話」と

「０５０－ＩＰ電話」の別に市場を分析。（※ソフトフォンは時期尚早のため市場画定せず）

○ なお、市場画定にあたっては、計量経済分析による推計結果を補足的に援用。
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【地理的市場】

○ ＮＴＴ東西と競争事業者の競争状況を勘案し、東日本・西日本の２地域を地理的市場とする。

○ なお、０ＡＢＪ－ＩＰ電話については、ＮＴＴ東西と電力系事業者の競争状況が主な関心事項となるため、電

力系事業者の業務区域に応じて、全国１０の地域ブロックに分けた地理的市場も併せて分析。

○ 中継電話及び０５０－ＩＰ電話については、事業者間の競争状況等を勘案し、中継電話は東日本・西日本、

０５０－ＩＰ電話は全国を、それぞれ地理的市場と画定。

 

北陸ブロック

北海道ブロック 

東北ブロック 

関東ブロック 

沖縄ブロック 

四国ブロック 

中国ブロック 

九州ブロック 

近畿ブロック
東海ブロック 

 

【東日本／西日本の地理的区分】 【全国１０地域の地理的区分】

競争評価における市場画定：固定電話領域②
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【サービス市場】

○ サービス間の需要の代替性等を勘案し、「ＤＵ（ダイヤルアップ）」、「ＩＳＤＮ（常時接続）」、「ＡＤＳ
Ｌ」、「ＣＡＴＶインターネット」、「ＦＴＴＨ」をそれぞれ独立したサービス市場として画定。

○ さらに、ＦＴＴＨ市場については、料金や利用者属性、供給構造等の差異を考慮し、部分市場として「集合住
宅市場」と「戸建て住宅市場」を設定。

○ なお、市場画定にあたっては、計量経済分析による推計結果を補足的に援用。

独立した市場

ナローバンド
戸建て住宅集合住宅

部分市場

競争評価における市場画定：インターネット接続領域①

ブロードバンド
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ＡＤＳＬの西日本／東日本の区分 ＦＴＴＨの１０地域の区分

【地理的市場】

○ ＮＴＴ東西と競争事業者の競争状況を勘案し、ＡＤＳＬ市場については東日本と西日本を地理的市場とする。

○ ＦＴＴＨ市場については、ＮＴＴ東西と電力系事業者の競争状況が主な関心事項となるため、電力系事業者の
業務区域に応じて、全国１０の地域ブロックに分けた地理的市場を画定。

○ ＣＡＴＶインターネット市場については、ＣＡＴＶ事業者の業務区域に応じて、市町村（区）単位等で地理的
市場を画定するのが本来であるが、大半の地域で独占となるため、指標の集計、分析は全国区で実施。

競争評価における市場画定：インターネット接続領域②



6

「移動体通信」領域のサービス市場の画定

２Ｇ ３Ｇ ＰＨＳ 公衆無線
ＬＡＮ

音声通話

パケット通信

携帯電話・ＰＨＳ市場

携帯電話市場（部分市場）
ＰＨＳ市場
(部分市場)

競争評価における市場画定：移動体通信領域①

【サービス市場】

○ サービス間の需要の代替性等を勘案し、音声通話とパケット通信を一体的にとらえるとともに、第２世代携帯
電話（２Ｇ）と第３世代携帯電話（３Ｇ）を同一のサービス市場と設定。

○ 携帯電話とＰＨＳについても、需要の代替性等を勘案して同一のサービス市場とするが、ＰＨＳについては
データ通信への需要が特徴的でもあることから、携帯電話とＰＨＳのそれぞれを別の部分市場としても分析。

○ 公衆無線ＬＡＮについては、揺籃期にあり時期尚早なため、市場画定は行わない。

○ なお、市場画定にあたっては、計量経済分析による推計結果を補足的に援用。
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Ⅰ地域 事業者数４

Ⅱ地域 事業者数３

Ⅲ地域

事業者数３

競争評価における市場画定：移動体通信領域②

【地理的市場】

○ 携帯電話・ＰＨＳ市場については、携帯電話の加入者数がＰＨＳよりも圧倒的に多いことを踏まえ、携帯電話
事業者間の競争状況を勘案して、①供給事業者数が異なる場合、②供給事業者数は同じでも供給事業者が異なる
事業体である場合、のそれぞれに応じて地理的市場を下図のとおり設定。

○ 携帯電話市場、ＰＨＳ市場の各部分市場についても、同様の考え方に基づき、地理的市場を画定。
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競争評価における市場画定：法人向けネットワークサービス領域

【サービス市場】

○ サービス間の需要の代替性等を勘案し、「データ通信系サービス市場」と「専用サービス市場」を画定。

○ さらに、「データ通信系サービス市場」については、機能・効用の同一性や需要の代替性等を考慮し、新型Ｗ
ＡＮサービス（ＩＰーＶＰＮサービス、広域イーサネットサービス、メガデータネッツ等）、フレームリレー、
セルリレーのそれぞれを部分市場として画定。

○ データの入手可能性等を考慮し、特に新型ＷＡＮサービスについて重点的に競争状況を分析

【地理的市場】

○ 事業者の業務区域やデータの入手可能性等を勘案し、いずれのサービスも全国を一つの地理的市場として画定。
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競争評価における市場画定と独禁法における市場画定

関心事項
対象となる市場

の範囲
市場画定の時間軸 評価の時期

俯瞰的・包括的
（通信サービス
全般にわたる
市場）

定期的
（毎年）

事案発生時
（必要に応じ）

事案発生時
（必要に応じ）

個別的・限定的
（対象事案に係
る市場のみ）

個別的・限定的
（対象事案に係
る市場のみ）

手法

競争評価に
おける市場
画定

市場構造等の
環境要因に基
づく市場支配力
の形成、維持又
は強化のおそれ

事前的（将来の市場
変化も考慮した
forward-lookingの観

点）

→ 事前規制の参考

ＳＳＮＩＰテストを
概念的ツールと
して使用

企業結
合関係

企業結合により
競争を実質的に
制限することと
なるかどうか

事前的（将来の市場
変化も考慮した
forward-lookingの観

点）

→ 事前規制

ＳＳＮＩＰテストを
概念的ツールと
して使用（企業
結合ガイドライ
ン第２の２）

私的独
占等関
係

競争の実質的
制限又は公正
競争阻害性の
有無

事後的（過去の時点
における市場の状態
のみを考慮した
backward-lookingの
観点）

→ 事後規制

取引の対象、地
域等や違反行
為の影響が及
ぶ範囲等の観
点から検討

独
禁
法
に
お
け
る
市
場
画
定

競争評価における市場画定は、①電気通信市場を俯瞰的・包括的に対象とし、②将来の市場変化も考慮したforward-looking
の観点から行い、③定期的に実施する必要がある、等の点で、独禁法における市場画定とは性格を異にする部分がある。
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独禁法における市場画定の事例： ＫＤＤＩとパワードコムの合併

電気通信事業を行っているＫＤＤＩと同事業を行っ
ているパワードコムが、法人データ通信分野にお
ける営業力の強化を目的として合併を検討。独占
禁止法第１５条（合併規制）が問題となる。

【出典：平成１７年度公正取引委員会年次報告（事例１０）】

サービス名 サービス概要 セキュリティ
データ伝送時の
遅延の有無

価格
(1.5M)

専用線サービス 少数拠点間を１本の専用回線で接続するネット
ワークサービス

専用のため問題なし 専用のため遅延なし １００万
円程度

フレームリ
レー

データをフレームと呼ばれるパケットに分割し
て送信する旧来型のサービス

伝送部分は専用のため
問題なし

共有部分で遅延があるが、
一定の速度を保証

５０万円
強

ＩＰ－ＶＰＮ

広域ＬＡＮ

インターネット
ＶＰＮ

複数拠点間をインターネット（公衆線）を経由し
て構築するネットワークサービス

ユーザーがセキュリティ
対応機器等で確保する
必要あり

公衆網のため遅延あり、
ベストエフォート

同上

複数拠点間をキャリアの所有する閉域網を経
由して構築するネットワークサービス

通信事業者が閉域の
ネットワークを確保

網内遅延はあるが、一定
の速度を保証

２５万円
前後

同上 同上 同上 同上

データセンター
サービス

ネットワーク拠点としての場所（スペース）貸し
サービス ― ― ―

Ｗ
Ａ
Ｎ
サ
｜
ビ
ス

電気通信サービス

音声伝送

専用（線）

データ伝送等

その他のサービス
（電報等）

個人向け

法人向け

―

―

① 有力な競争事業者が複数存在
② ユーザーはどの事業者とも取引可能
（ユーザーの価格交渉力が存在）

③ 安価なインターネットVPN市場からの

圧力（隣接市場からの競争圧力が存在）

―

市場支配力に関する論点等

―合併会社のシェアや順位が低い
ことから、詳細な検討不要

２位約１５%インターネット
ＶＰＮ

―合併会社のシェアや順位が低い
ことから、詳細な検討不要

４位約１０%データセン
ターサービス

【単独】 ①～③から、単独行動により一定の取引分

野における競争を実質的に制限することにならない。

【協調】 ②及び③から、協調的行動により一定の取

引分野における競争を実質的に制限することにならな
い。

競争に及ぼす影響が大きいと考
えられることから、重点的に審査

（HHIは、合併後２８００、増加分は

２５０）

２位約２５％ＷＡＮサービ
ス

―
合併会社のシェアや順位が低い

ことから、詳細な検討不要
４位約１%専用線サー

ビス

競争の実質的制限に関する評価
検討に当たっての

スタンス

合併後
の順位

合併後
のシェア

サービス名

ＫＤＤＩとパワードコムの合併に関する判断に際し、公取委は電気通信サービスのうち「法人向けデータ伝送等サービス」のみ

について市場（一定の取引分野）の画定を行い、企業結合が競争に与える影響の評価を行っている。

◎ 各サービスの機能・効用や需要の代替性等から、「一定の取引分野」を以下の４つに画定。また、
サービス提供事業者の多くは全国を事業地域としていること等から、地理的範囲は全国で画定。

◎ ＷＡＮサービスにつ
いて、特に競争に及
ぼす影響が大きいとし
て、重点的に審査。

◎ 最終的には、単独
及び協調のいずれも
「競争の実質的制限」
に当たらないと評価。

市場支配力の評価

市場画定
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参考資料

競争評価における市場画定の主な考え方
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競争評価競争評価におけるにおける市場画定市場画定のの判断基準判断基準

○ ＳＳＮＩＰテスト（仮想独占者テスト）の概念を踏まえ、特に、「需要の代替性」を最も重要な概念として市場画定に採用。定性
的及び定量的手法を組み合わせ、総合的に市場の同一性を判断し、サービス市場及び地理的市場の画定を実施。

○ また、「供給の代替性」については、主として定性的な手法により、補完的に採用。

○ なお、「共通価格設定制約」の基準を、必要に応じて援用。

○ ＳＳＮＩＰテスト（仮想独占者テスト）の概念を踏まえ、特に、「需要の代替性」を最も重要な概念として市場画定に採用。定性
的及び定量的手法を組み合わせ、総合的に市場の同一性を判断し、サービス市場及び地理的市場の画定を実施。

○ また、「供給の代替性」については、主として定性的な手法により、補完的に採用。

○ なお、「共通価格設定制約」の基準を、必要に応じて援用。

市
場
画
定
の
判
断
基
準

① 需要の代替性

② 供給の代替性

③ 共通価格設定制約

仮想する独占者の価格引き
上げにより、その独占者が超
過利潤を享受できるか
（ＳＳＮＩＰテスト）

需要の代替性

大

小

同一市場

別市場

生産設備に重要な変更を加
えずにサービス供給が可能
な能力と意欲を備えた事業
者が存在するか

供給の代替性

大

小

同一市場

別市場

機能、効用の異なるサービス
が一体的に料金設定され、
利用者が別々に購入できな
いか、購入できても不利な条
件となるか

共通価格設定制約

強

弱

同一市場

別市場

（メイン） → 最も重要な概念として市場画定に採用

（補完的） → 特に顕著な場合などを除き市場画定では注目しない

（補完的） → 安易に適用すると市場が過大となるため補完的に利用
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競争評価における競争評価におけるＳＳＮＩＰテスト利用にあたっての考え方ＳＳＮＩＰテスト利用にあたっての考え方

＜ＳＳＮＩＰについて＞

競争評価では、サービス市場の画定に当たり、サービス間の需要の代替性を思考する方法と
して、ＳＳＮＩＰテスト（仮想独占者テスト “Small but Significant Non-transitory Increase in 
Price”）の概念を採用。

ＳＳＮＩＰテストとは、当該サービスの現在及び将来における唯一の売手で、価格規制を受け
ず、利潤を極大化するような独占企業を仮想し、他のサービスの販売条件が一定と仮定して、
この企業が「小幅であるが有意かつ一時的でない価格引き上げ」（ＳＳＮＩＰ）により利潤をあげう
るサービス及びそれらが販売されている地域を市場として画定するという手法。価格引き上げ
幅は５（～１０）％、引き上げ期間は１年とされることが多い。

なお、米国では合併規制に係る市場画定に上記のＳＳＮＩＰテストが用いられているものの、実
証データに基づく厳密な計量分析が行われた実例は多くない。また、ＥＵでも、アンケート調査、
競争他社のヒアリング等を総合的に考量することで仮想独占者の価格引上げに対する需要者
などの反応を考慮するとしているが、実証データに基づく分析は行われておらず、思考方法（概
念ツール）としての利用にとどまっている。これは、ＳＳＮＩＰテストの実施のためには、需要の価
格弾力性と価格費用マージンのデータを必要とすることが一般的であり、その収集には限界が
あることが大きな理由となっているためである。

これら諸外国の状況を踏まえ、競争評価でも、ＥＵ等と同様に、サービス間の需要の代替性を
思考する概念ツールとしてＳＳＮＩＰテストを利用することとしている。
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競争評価における競争評価におけるサービス市場と地理的市場サービス市場と地理的市場

競争評価における市場画定では、主要なサービスの需要の代替性等を経済学的な
手法を用いること等により分析するが、サービス市場の画定と地理的市場の画定の
双方を行っている。

○サービス市場

サービス市場の画定とは、需要の代替性、供給の代替性、スイッチングコスト、事業
者間取引の市場との関係、クラスター市場等を判断材料の一つとして同一サービス
の外郭を決定することである。なお、これまでの競争評価の市場画定では、需要の代
替性を最も重要な概念として分析してきており、他の概念は補完的に利用してきてい
る。

○地理的市場

地理的サービスの画定とは、供給側に注目するなどして地理的な外郭を決定するこ
とである。具体的には、データの入手可能性、代替的なサービスの選択肢の存在、各
事業者のサービス提供エリア、共通価格設定制約等を考慮することにより、競争事業
者が偏在するなど地域間で大きく競争状況が異なっていると予想され、かつ、地理的
に画定した市場に関する分析に必要な情報が実際に収集できる場合に、サービス市
場をさらに地理的市場に分けて画定する。
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競争評価競争評価における市場画定に関連するその他の概念における市場画定に関連するその他の概念

○部分市場

サービス市場を画定し、そのうち一定の独立性・個別性が認められるサービスを部
分的な市場として画定する手法は、「部分市場」の画定といわれるが、この手法は米
国等の諸外国でも採用されていることから、競争評価でも必要に応じて採用している。

○共通価格設定制約

電気通信サービスは地理的な被拘束性が大きいために、隣接地域に居住していて
も利用可能な提供事業者や事業者数が異なることがあるが、このような状況下で、両
方の地域にまたがってサービスを提供している事業者が、どちらか一方の地域の競
争状況を前提にサービスの提供条件（価格等）を決定し、他方の地域でも同じ提供条
件でサービスを提供するような制約が存在している場合がある。このような制約を「共
通価格設定制約」と呼び、これが存在する場合には両方の地域を同一の地理的市場
とみなすことがある。

○クラスター市場

複数のサービス間で代替関係がないにもかかわらず、それらのサービスがセットで
販売されていることから、同じ市場に含まれる場合がある。このような市場をクラス
ター市場という。サービスをあわせて販売することで供給に要する費用が節約でき、
需要者の取引費用を節約できる場合に問題となる。


